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  規　　　　　則  

　山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第７号

　　　山形県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県県営住宅条例施行規則（昭和37年４月県規則第43号）の一部を次のように改正する。

平成25年２月８日（金）

第2417号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行



山　　形　　県　　公　　報 第2417号平成25年２月８日（金曜日）

92

　　　　　　「

　別表第１中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、平成25年４月１日から施行する。

  告　　　　　示  

山形県告示第92号

　山形県青少年健全育成条例（昭和54年３月県条例第13号）第８条第１項の規定により、次の図書類を青少年に有

害な図書類として指定する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

（図　書）

広場及び緑地、通路、駐車場山形市県営十日町アパート

広場及び緑地、通路、駐車場山形市県営十日町アパート

通路、駐車場山形市県営飯塚住宅

通路、駐車場鶴岡市県営稲生住宅

鶴岡市県営茅原アパート１号

鶴岡市県営茅原アパート１号

指定の理由発 行 所 等図書コード等題　　　　　　　　　　　　名
指定

番号

著しく青少年の

性的感情を刺激

し、その健全な

育成を阻害する

おそれがある。

㈱ 竹 書 房57624－65開放！解禁！フェチガール大全373

㈱ 竹 書 房57626－38寄性獣医・鈴音⑥374

㈱日本文芸社52780－69男と女の交差点 気ままな人妻編375

㈱ 竹 書 房57624－70全部見せちゃう！ 欲しがり娘の解体新書376

㈱ サ ン 出 版60531－95
大人の女性のための愛の専門誌 ＤＶＤＡｍｏｕ

ｒ
377

㈱日本文芸社52780－62禁じられた男と女 素直な人妻編378

㈱ 双 葉 社50185－07
Ｍｙ Ｐｕｒｅ Lａｄｙ 婦警みづき／脱がされた

制服
379

㈱ 竹 書 房13545－３月刊劇漫スペシャル 2013 ３月号380

㈱ 竹 書 房57624－74精勤女子の裏職歴381
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山形県告示第93号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第94号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者を次のと

おり指定した。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

㈱少年画報社50040－04吾輩は××である382

㈱少年画報社50039－99新妻のそだて方 第２巻383

㈱ジーウォーク58811－94サバイバル鬼ごっこ384

㈱ジーウォーク58811－95Ｇｙｐｓｏｐｈｉｌａ ｅｌｅｇａｎｓ385

著しく青少年の

粗暴性又は残虐

性を助長し、そ

の健全な育成を

阻害するおそれ

がある。

富士美出版㈱67788－54ＴＡＴＴＯＯ ＴＲＩＢＡＬ VOl.53386

著しく青少年の

犯罪又は自殺を

誘発し、又は助

長し、その健全

な育成を阻害す

るおそれがあ

る。

㈱ 竹 書 房05267－２月刊実話ドキュメント ２月号387

㈱ 竹 書 房05267－３月刊実話ドキュメント ３月号388

㈱メディアボーイ15277－02実話時代 ２月号389

㈱メディアボーイ15277－03実話時代 ３月号390

㈱笠倉出版社06231－03チャンプロード ３月号391

ミリオン出版㈱68466－09実話ナックルズＳＰＥＣＩＡＬ新春特別号392

指定年月日サービスの種類事業所の名称及び所在地
指定居宅サービス事業者の

名称又は氏名　　　　　　

平成25. 1.31訪 問 介 護
愛のまちホームヘルパーステーション

米沢市丸の内二丁目３番３号

特定非営利活動法人市民セク

ター愛のまちづくり班

指定年月日
障害児通所支援の

種類
事業所の名称及び所在地

指定障害児通所支援事業者の

名称及び主たる事務所の所在地

平成25. 1. 4

児 童 発 達 支 援

放課後等デイサー

ビス

ラブラドールあさひ館

鶴岡市熊出字日鑓68番地１

株式会社ラブラドール

鶴岡市茅原字西茅原101番の６
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山形県告示第95号

　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の規定により、指定一般相談支援事業者を次のとお

り指定した。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第96号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により定めた県営西郷北部地区土地改良事業（農地整

備事業（経営体育成型））計画を変更したので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営西郷北部地区土地改良事業（農地整備事業（経営体育成型））変更計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　　鶴岡市役所、酒田市役所、三川町役場

３　縦覧に供する期間

　　平成25年２月８日から同年３月８日まで

４　その他

　　この告示に係る計画の変更に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

申し出ることができる。

　　この決定については、取消しの訴えを提起することはできず、上記の異議申立てについての決定に対しての

み、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事となる。）、異議申立てについての決

定のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、取消しの訴えを提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第97号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　天童寒河江線

平成25. 1.28

児 童 発 達 支 援

放課後等デイサー

ビス

特定非営利活動法人なでしこSHONAI

ドレミファさかた福祉施設いろは

酒田市上本町７番24号

特定非営利活動法人なでしこ

SHONAI

酒田市相生町一丁目６番11号

平成25. 1.11

児 童 発 達 支 援

放課後等デイサー

ビス

福祉施設そら

酒田市北千日町18番28号

株式会社託人会

東田川郡庄内町松陽三丁目１番

地の４

同

児 童 発 達 支 援

放課後等デイサー

ビス

ドレミファデイサービス

東田川郡庄内町松陽三丁目１番地の

５

同

同

児 童 発 達 支 援

放課後等デイサー

ビス

福祉施設ドレミファひがしデイサー

ビス

東田川郡庄内町南野字西野８番１

同

指定年月日事業所の名称及び所在地
指定一般相談支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地　　

平成25. 1.11
ドレミファ

東田川郡庄内町松陽三丁目１番地の４

株式会社託人会

東田川郡庄内町松陽三丁目１番地の４
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３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第98号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　天童大江線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第99号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　下原山形停車場線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第100号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　天童寒河江線

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

92
メートル11.0～

7.8
旧

天童市大字荒谷字堂ノ前1000番12から

同　　　　　　　　　　1000番43まで

同　上
メートル14.2～

7.8
新

天童市大字荒谷字堂ノ前1000番12から

同　　　　　　　　　　1000番45まで

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

41
メートル10.2～

8.5
旧

天童市大字蔵増字地蔵町南1690番３から

同　　　　　　字元町南837番まで

同　上
メートル11.4～

8.5
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

51
メートル6.0～

4.2
旧

山形市飯塚町字日森岡76番から

同　　　　　　　　　10番２まで
メートル

36
メートル7.8～

6.7
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

同　上
メートル7.8～

6.7
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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２　供用開始の区間　　天童市大字荒谷字堂ノ前1000番12から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　1000番45まで

３　供用開始の期日　　平成25年２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第101号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　天童大江線

２　供用開始の区間　　天童市大字蔵増字地蔵町南1690番３から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　字元町南837番まで

３　供用開始の期日　　平成25年２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第102号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　344号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第103号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　345号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

43
メートル26.0～

20.0
旧

酒田市大蕨字後口山３番３から

同　　　　字前田４番17まで

同　上
メートル21.6～

16.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

120
メートル9.0～

3.4
旧

鶴岡市小名部字幾重谷157番１から

同　　　　　　　　　157番10まで

同　上
メートル9.0～

5.6
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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山形県告示第104号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　湯田川羽前水沢停車場線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第105号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　三瀬水沢線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第106号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　345号

２　供用開始の区間　　鶴岡市小名部字幾重谷157番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　157番10まで

３　供用開始の期日　　平成25年２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第107号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　湯田川羽前水沢停車場線

２　供用開始の区間　　鶴岡市水沢字楯ノ下18番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　字木ノ下205番１まで

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

330
メートル24.0～

7.6
旧

鶴岡市水沢字楯ノ下18番２から

同　　　　字木ノ下205番１まで

同　上
メートル24.0～

11.6
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

345
メートル24.0～

6.0
旧

鶴岡市水沢字木ノ下198番２から

同　　　　字山ノ腰23番１まで

同　上
メートル27.0～

6.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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３　供用開始の期日　　平成25年２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第108号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　三瀬水沢線

２　供用開始の区間　　鶴岡市水沢字木ノ下198番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　字山ノ腰23番１まで

３　供用開始の期日　　平成25年２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第109号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成25年２月８日から同月21日まで縦覧に供する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　湯田川大山線

２　供用開始の区間　　鶴岡市矢馳字上矢馳741番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　755番まで

３　供用開始の期日　　平成25年２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第110号

　山形県県営住宅条例（昭和37年３月県条例第23号）第11条第２項及び第３項の規定により、公営住宅法施行令

（昭和26年政令第240号）第２条第１項第４号に規定する数値（以下「利便性係数」という｡）及び同条例第11条第

１項ただし書に規定する近傍同種の住宅の家賃を次のように定め、平成25年４月１日から施行し、平成24年１月県

告示第91号（県営住宅の利便性係数及び近傍同種の住宅の家賃）は､平成25年３月31日限り廃止する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

摘　　　　要
近傍同種の

住宅の家賃
利便性係数

１戸当たり

住戸専用面積
住　　　　宅　　　　名

円平方メートル

17,8000.9644.4県営鈴川第２アパート１号

風呂無し17,8000.91

17,3000.9644.4県営鈴川第２アパート２号

17,9000.9644.4県営鈴川第２アパート３号

風呂無し17,9000.91

17,9000.9644.4県営鈴川第２アパート４号

風呂無し17,9000.91

17,3000.9644.4県営鈴川第２アパート５号

風呂無し17,3000.91

23,9000.9651.2県営五十鈴アパート１号

風呂無し23,9000.91

23,9000.9651.2県営五十鈴アパート２号

風呂無し23,9000.91

23,9000.9651.2県営五十鈴アパート３号

風呂無し23,9000.91

29,6000.9053.5県営飯塚アパート１号

29,7000.9053.5県営飯塚アパート２号
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48,1000.9549.6県営南山形アパート１号

57,6000.9563.1

48,0000.9549.6県営南山形アパート２号

57,1000.9563.1

61,5000.9551.3県営南山形アパート３号

73,0000.9564.8

14,3000.9239.9県営南山形アパート４号

61,5000.9551.3県営南山形アパート５号

73,0000.9564.8

32,5000.9659.3県営馬見ケ崎アパート１号

32,5000.9659.3県営馬見ケ崎アパート２号

38,7000.9657.1県営桧町アパート１号

39,6000.9658.4

42,9000.9663.9

47,3000.9671.5

39,5000.9661.0県営桧町アパート２号

41,3000.9664.2

39,9000.9766.5県営宮町アパート１号

42,3000.9766.5県営宮町アパート２号

41,9000.9762.6県営宮町アパート３号

42,4000.9764.2

42,4000.9762.6県営宮町アパート４号

42,9000.9764.2

41,8000.9762.6県営深町アパート１号

42,4000.9764.2

41,5000.9762.6県営深町アパート２号

42,1000.9764.2

41,5000.9762.6県営深町アパート３号

42,1000.9764.2

39,6000.9762.6県営深町アパート４号

40,1000.9764.2

65,6000.9966.5県営きたまちアパート１号

72,4000.9969.9

75,2000.9973.1

65,6000.9966.5県営きたまちアパート２号

72,4000.9969.9

75,2000.9973.1

65,6000.9966.5県営きたまちアパート３号

96,7001.0171.9県営あたごアパート

91,0000.9258.6県営東山住宅

93,7000.9261.5

102,4000.9270.9

79,3001.0453.9県営十日町アパート

79,4001.0454.0

80,3001.0455.1

88,0001.0465.6

88,2001.0465.7

平成24年度 竣 工
しゅん

80,4000.9555.4県営飯塚住宅

同95,6000.9567.0
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87,2000.9560.3県営太田町アパート１号

102,9000.9574.0

87,2000.9560.3県営太田町アパート２号

102,9000.9574.0

86,6000.9560.3県営太田町アパート３号

102,3000.9574.0

86,6000.9560.3県営太田町アパート４号

102,3000.9574.0

40,0000.9857.1県営春日アパート１号

40,9000.9858.4

44,3000.9863.9

41,1000.9861.0県営春日アパート２号

43,0000.9864.2

86,5001.0161.5県営春日アパート３号

99,7001.0175.6

71,5000.9854.7県営中田第１アパート１号

84,3000.9868.2

71,8000.9855.4県営中田第１アパート２号

84,6000.9868.8

72,3000.9856.4県営中田第１アパート３号

85,3000.9869.9

84,9000.9862.1県営中田第１アパート４号

98,0000.9875.4

85,1000.9862.1県営中田第１アパート５号

98,4000.9875.4

85,1000.9862.1県営中田第１アパート６号

98,4000.9875.4

28,9000.9554.6県営中田第２アパート１号

風呂無し28,9000.90

29,1000.9555.7県営中田第２アパート２号

35,4000.9555.7県営玉の木アパート

40,1000.9858.0県営成島アパート１号

45,1000.9861.0県営成島アパート２号

47,1000.9864.2

48,4001.0568.7県営米沢中央アパート１号

48,4001.0568.7県営米沢中央アパート２号

78,3000.9969.2県営相生アパート１号

82,9000.9972.9県営相生アパート２号

88,6000.9972.9県営相生アパート３号

60,1000.9950.1県営城北アパート１号

61,0000.9951.1

72,0000.9963.1

60,1000.9950.1県営城北アパート２号

61,0000.9951.1

72,0000.9963.1

54,9001.0374.2県営美原アパート１号

40,9001.0340.5県営美原アパート２号

55,9001.0377.0

42,8001.0340.5県営美原アパート３号
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58,7001.0377.0

41,6001.0344.4県営美原アパート４号

57,9001.0379.4

32,7001.0055.7県営東部アパート１号

32,7001.0055.7県営東部アパート２号

風呂無し32,7000.95

33,9001.0058.0県営東部アパート３号

41,7000.9963.5県営茅原アパート１号

41,7000.9963.5県営茅原住宅

42,0000.9958.4県営茅原アパート２号

45,4000.9963.9

50,1000.9971.5

47,4000.9961.0県営茅原アパート３号

49,6000.9964.2

46,5000.9862.6県営城南アパート１号

47,2000.9864.2

46,5000.9862.6県営城南アパート２号

47,2000.9864.2

89,5001.0069.3県営末広アパート１号

89,5001.0069.3県営末広アパート２号

89,5001.0069.3県営末広アパート３号

平成22年度 竣 工
しゅん

77,3001.0251.9県営大西町住宅

同92,6001.0264.7

同103,0001.0272.4

平成23年度 竣 工
しゅん

75,9001.0251.9

同95,8001.0268.3

63,8000.9951.2県営川南アパート１号

65,2000.9951.2県営川南アパート２号

73,7000.9954.6県営川南住宅３号

80,8000.9954.6県営川南住宅４号

79,0000.9955.7県営川南アパート５号

40,5001.0063.5県営こがねアパート１号

40,5001.0063.5県営こがね住宅

38,9001.0058.4県営こがねアパート２号

42,1001.0063.9

46,4001.0071.5

43,2001.0061.0県営こがねアパート３号

45,1001.0069.5

44,0000.9961.0県営東泉アパート１号

46,0000.9964.2

48,2000.9962.6県営東泉アパート２号

48,7000.9964.2

48,4000.9962.6県営東泉アパート３号

49,0000.9964.2

75,4001.0053.5県営鳥海アパート１号

91,2001.0069.2

75,5001.0053.5県営鳥海アパート２号

91,3001.0069.2

97,6001.0054.5県営鳥海アパート３号
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98,9001.0056.1

110,2001.0065.4

111,4001.0067.0

115,1001.0070.2

82,6001.0153.9県営新橋アパート

98,8001.0168.2

67,0001.0155.0県営北新町アパート

74,0001.0164.3

26,6000.9351.2県営三吉町アパート１号

30,0000.9354.6県営三吉町アパート２号

32,0000.9355.7県営三吉町アパート３号

13,4000.8943.5県営金沢住宅

38,0000.9362.8県営若葉東アパート１号

38,3000.9363.5県営若葉東アパート２号

39,4000.9357.1県営若葉東アパート３号

40,4000.9358.4

43,7000.9363.9

46,2000.9462.6県営南寒河江アパート１号

46,7000.9464.2

47,3000.9462.6県営南寒河江アパート２号

47,8000.9464.2

75,8000.9857.0県営塩水アパート１号

90,4000.9870.7

75,8000.9857.0県営塩水アパート２号

90,4000.9870.7

75,8000.9857.0県営塩水アパート３号

90,4000.9870.7

74,2000.9857.0県営塩水アパート４号

88,5000.9870.7

74,2000.9857.0県営塩水アパート５号

88,5000.9870.7

74,2000.9857.0県営塩水アパート６号

88,5000.9870.7

31,4000.9651.8県営土屋倉アパート１号

風呂無し31,4000.91

31,4000.9651.8県営土屋倉アパート２号

風呂無し31,4000.91

32,1000.9653.7県営土屋倉アパート３号

風呂無し32,1000.91

13,5000.9744.4県営金生アパート

29,3000.9754.6県営鷺ケ袋アパート１号

風呂無し29,3000.92

32,6000.9755.7県営鷺ケ袋アパート２号

風呂無し32,6000.92

94,1000.9769.4県営長清水アパート１号

94,1000.9769.4県営長清水アパート２号

93,4000.9767.7県営長清水アパート３号

93,4000.9767.7県営長清水アパート４号

93,4000.9767.7県営長清水アパート５号
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96,3000.9770.1県営長清水アパート６号

96,3000.9770.1県営長清水アパート７号

98,1000.9770.1県営長清水アパート８号

98,1000.9770.1県営長清水アパート９号

30,2000.9754.6県営楯岡アパート

風呂無し30,2000.92

81,6000.9863.7県営楯岡中町アパート

32,4000.9755.7県営小出アパート１号

34,1000.9758.0県営小出アパート２号

38,3000.9258.4県営成田アパート

41,4000.9263.9

45,7000.9271.5

74,7000.9961.4県営屋城町アパート

74,9000.9961.8

87,8000.9972.2

69,0000.9855.5県営日光アパート１号

77,9000.9862.9

70,8000.9855.5県営日光アパート２号

79,7000.9862.9

72,9000.9855.5県営日光アパート３号

81,2000.9862.9

75,0000.9855.5県営日光アパート４号

84,5000.9862.9

77,8000.9855.5県営日光アパート５号

87,5000.9862.9

87,0000.9963.4県営長岡アパート１号

100,6000.9975.9

87,0000.9963.4県営長岡アパート２号

100,6000.9975.9

77,0000.9958.3県営長岡アパート３号

89,8000.9970.6

77,0000.9958.3県営長岡アパート４号

89,8000.9970.6

41,3000.9762.8県営交り江アパート１号

41,3000.9762.8県営交り江アパート２号

43,9000.9861.0県営天童駅西アパート１号

45,8000.9864.2

43,9000.9861.0県営天童駅西アパート２号

45,8000.9864.2

44,0000.9861.0県営天童駅西アパート３号

46,0000.9864.2

52,7001.0166.5県営天童駅南アパート１号

52,7001.0166.5県営天童駅南アパート２号

57,7001.0169.9

60,1001.0173.1

91,1001.0066.3県営天童南部アパート１号

94,1001.0070.1

104,7001.0077.6

104,9001.0079.9
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94,1001.0070.1県営天童南部アパート２号

104,9001.0079.9

91,1001.0066.3県営天童南部アパート３号

104,7001.0077.6

104,9001.0079.9

91,3001.0070.1県営天童南部アパート４号

101,9001.0079.9

91,3001.0070.1県営天童南部アパート５号

101,9001.0079.9

46,6001.0162.6県営東根中央アパート１号

47,1001.0164.2

46,7001.0162.6県営東根中央アパート２号

47,3001.0164.2

47,7001.0162.6県営東根中央アパート３号

48,3001.0164.2

50,4000.9862.6県営尾花沢アパート

51,1000.9864.2

70,6000.9757.2県営関口アパート１号

79,2000.9768.0

85,0000.9757.3県営関口アパート２号

95,6000.9768.3

97,7000.9768.6

81,6000.9757.3県営関口アパート３号

82,7000.9757.7

33,4001.0059.3県営桜木アパート１号

33,4001.0059.3県営桜木アパート２号

20,7000.8652.8県営芦沢アパート

49,3000.9962.6県営近江アパート１号

49,8000.9964.2

60,0000.9964.6県営近江アパート２号

60,0000.9964.6県営近江アパート３号

79,6000.9753.4県営中原アパート１号

98,0000.9769.4

80,1000.9753.4県営中原アパート２号

98,6000.9769.4

37,2000.9662.8県営長崎アパート

33,9000.9159.3県営谷地アパート１号

93,8000.9471.1県営谷地アパート２号

37,4000.8659.3県営左沢アパート

39,5000.9059.4県営大石田アパート

59,2000.9050.3県営あけぼのアパート

63,1000.9056.8

69,8000.9063.7

75,1000.9070.3

29,7000.9351.2県営糠野目アパート

46,2000.9262.6県営糠野目第２アパート

46,7000.9264.2

38,5000.9158.0県営大町アパート

52,4000.9053.3県営舘之北アパート
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63,6000.9067.4

66,2000.9070.7

34,4000.8858.0県営小国アパート１号

37,1000.8859.4県営小国アパート２号

38,3000.8755.7県営白鷹アパート

平成元年度 竣 工
しゅん

54,7000.8774.1県営宝前町住宅

同56,8000.8777.0

同57,4000.8777.8

平成２年度 竣 工
しゅん

54,1000.8774.1

同56,2000.8777.0

同56,8000.8777.8

97,3000.9674.4県営あらとアパート１号

102,6000.9677.9県営あらとアパート２号

41,8000.9259.4県営飯豊アパート

34,8000.8158.0県営狩川アパート

47,8000.8462.6県営余目アパート

48,5000.8464.2

37,7000.8859.3県営遊佐アパート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第111号

　平成22年１月県告示第46号（県営住宅の駐車場の使用料の額）の一部を次のように改正し、平成25年４月１日か

ら施行する。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

2,500県営十日町アパート

1,300県営稲生住宅

1,400県営茅原アパート１号、２号及び３号並びに県営茅原住宅

2,500県営十日町アパート

1,400県営飯塚住宅

1,400県営茅原アパート１号、２号及び３号並びに県営茅原住宅
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１　申請のあった年月日

　　平成25年１月４日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名称

　　　特定非営利活動法人ゆにぷろ

　(2) 代表者の氏名

　　　伊藤　寿彦

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　東置賜郡高畠町

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、主として山形県置賜地域において、しょうがいの有無や年齢にかかわらず、すべての人が地域

で安心して、その人らしく暮らし続けることができる社会を実現するために、地域生活において支援を必要と

する当事者の声を反映した生活支援事業等を創造し、また地域福祉の制度・政策に関する提言等を行うことに

より、地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成25年２月８日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成25年１月28日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名称

　　　特定非営利活動法人あらた

　(2) 代表者の氏名

　　　齋藤　緑

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　酒田市東町一丁目15番地の25

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は介護に欠ける地域住民に対して、介護支援及び生活支援に関する事業を行い、非営利セクターと

して、行政・企業とパートナーシップをもった新たな介護システムなど地域システムの構築をはかり、豊かな

地域社会を創っていく活動に貢献していくことを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける。

　　平成25年２月８日

山形県立河北病院長　　菊　　　地　　　　　　　惇

１　落札に係る物品の名称及び数量

　　山形県立河北病院総合医療情報システム関連電子機器　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県立河北病院医事経営課情報企画係　西村山郡河北町谷地字月山堂111番地　電話番号0237(73)3131

３　落札者を決定した日　平成24年12月20日

４　落札者の名称及び所在地

　　日本事務器株式会社東北支社　仙台市青葉区中央四丁目10番３号　住友生命仙台ビル12Ｆ

５　落札金額　30,345,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号）第３条の公告を行っ

た日　平成24年11月27日
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